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１．落札率と工事品質等との関係
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下請企業が赤字の工事かつ74点未満

下請企業が赤字の工事

74点未満の工事

下請企業が黒字の工事かつ74点以上

※工事成績評定点（平均）：74点
　　（平成15年度竣工の土木工事（全国））

※工事コスト調査：

予定価格の３分の２から１０分の８．５の範囲

内で定められる調査基準価格を下回る金額
で契約が行われた低入札工事

・工事成績評定点７４点未満
ｏｒ
・下請企業が赤字

※対象データ:平成15年・16年竣工工事
　　　　　　（工事規模1億円以上）

　内訳:工事コスト調査対象工事90件

　　　 工事コスト調査対象工事以外の工事220件

・工事成績評定点の平均点未満

or

・下請企業が赤字

下請企業が赤字の工事かつ平均点未満

下請企業が赤字の工事

平均点未満の工事

下請企業が黒字の工事かつ平均点以上

※工事成績評定点の平均点：74点

（平成15年度竣工の土木工事(全国)）

※対象データ：平成15年・16年度竣工工事

（工事規模１億円以上）

内訳：工事コスト調査対象工事90件

工事コスト調査対象以外(標準工事)の工事220件

※工事コスト調査対象工事：

予定価格の３分の２から１０分の８．５の範囲内
で定められる調査基準価格を下回る金額で契
約が行われた低入札工事

概ね65%未満では、下請企業が黒字の
工事かつ平均点以上の工事は無い。

概ね85%未満では、下請企業が黒字の工事かつ平均点以上
の工事が大幅に減り、下請企業の赤字が急増する。

図１ 落札率と工事品質等との
関係（その１）



１．落札率と工事品質等との関係

Ｐ．２図２ 落札率と工事品質等との関係（その２）

：工事コスト調査対象工事以外の工事220件＋工事コスト調査対象工事90件の実績回帰線

：工事原価は変えないで粗利益のみ圧縮して落札した場合

粗利益率：（請負金額－工事原価）／予定価格

：低入札調査対象基準価格のライン（直工＋共仮＋現場の1/5）

※工事成績評定点の平均点：74点

（平成15年度竣工の土木工事(全国)）
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③ 67.6%

現場管理費の4/5

実績回帰線と低入札調査
対象基準価格のラインの
交点（78.2%）下請企業が黒字の工事

かつ平均点以上の最低
落札率（67.6%）

① 78.2%② 75.6%

実績回帰線
と粗利益率
0%の交点
（75.6%）

工事コスト調査対象工事以外の工事 (工事規模１億円以上)※１

平均点未満・下請赤字

平均点未満・下請黒字

平均点以上・下請赤字

工事コスト調査対象工事 (工事規模１億円以上)※２

※１：平成15・16年竣工工事から抽出

※２：平成15・16年竣工工事

平均点以上・下請黒字

×

×

工事コスト調査対象工事以外の工事 平均点未満・下請赤字 平均点以上・下請赤字

平均点未満・下請黒字 平均点以上・下請黒字



２．施工体制を確認する総合評価方式の制度設計案

Ｐ．３

表１ 施工体制を確認する総合評価方式の制度設計案

標準点 加算点（満点３０点の場合）

工事費内訳書、提出資料、ヒアリング 提出資料、ヒアリング

①

施工体制の確保状況に応じ、部分的に
付与する。

（例）優：１００％
　 　 良：５０％
　    可：３３％

② １００％付与する。

①

施工体制の確保状況に応じ、部分的に
付与する。

（例）優：１００％
　 　 良：５０％
　    可：３３％

② １００％付与する。

加算点を１００点ま
で拡大。

最低限の要求要件が満たす場合、標準点１００点を付与。 設定しない １００％付与する。案－３

案－１

施工体制の評価等

評価方法

設定しない案－２

施工体制の評価を
行い、０～３０点の
加算点を付与。

施工体制により標準
点を部分的に付
与。

【判断の前提となる基準（当面、低入札価格調査基準以上）に該
当】
○施工体制を技術評価し、標準点８０点及び施工体制に係る標準
点２０点を付与。

【判断の前提となる基準（低入札価格調査基準未満、応札率65%以
上）に該当】
○施工体制を技術評価し、確実な施工に懸念がある場合、標準点
８０点のみを付与し、施工体制に係る標準点２０点を付与しない。
○ただし、確実な施工が具体的に立証される場合は、標準点８０点
及び施工体制に係る標準点２０点を付与。

【判断の前提となる基準（例えば応札率65%未満）に該当】
○施工体制を技術評価し、技術提案の内容に従った確実な施工
が具体的に立証されない限り、最低限の要求要件が満たされない
と判断し、標準点８０点及び施工体制に係る標準点２０点を付与し
ない。
○ただし、確実な施工が具体的に立証された場合は、標準点８０
点を付与。

【判断の前提となる基準（例えば応札率65%以上）に該当】
○施工体制を技術評価し、標準点１００点を付与。

【判断の前提となる基準（例えば応札率65%未満）に該当】
○施工体制を技術評価し、技術提案の内容に従った確実な施工
が具体的に立証されない限り、最低限の要求要件が満たされない
と判断し、標準点を付与しない。
○ただし、確実な施工が具体的に立証された場合は、標準点１００
点を付与。

評価方法

【判断の前提となる基準（当面、低入札価格調査基準以上）に該
当】
○施工体制を技術評価し、３０点を付与。

【判断の前提となる基準（低入札価格調査基準未満、応札率65%以
上）に該当】
○施工体制を技術評価し、
　 ・施工の確実性の説明が妥当であれば、５点を付与。
 　・品質確保証明書等により品質確保の実効性が確認できれば、
　　 ５点を付与。

【判断の前提となる基準（例えば応札率65%未満）に該当】
○施工体制を技術評価し、施工体制の確実性が認められない場
合は、０点。

技術提案に関する評価方法
（加算点の付与）

（新技術・新工法によるコスト縮減を考慮）
技術提案資料、ヒアリング

標準点は現行ど
おり１００点とす
る。

標準点の合計を
１００点とする。



３．（１） 施工体制確認の基準の考え方 （案－１）

Ｐ．４図３ 施工体制確認の基準の考え方（案－１）

予定価格

Ａ価格

Ｂ価格

現行の調査基準価格

施工体制を技術評価（提出資料、ヒアリング）し、
標準点１００点及び加算点３０点（簡易型は２０点）
を付与。

ただし、施工体制、品質確保体制が部分的に
確認出来れば、加算点を一部付与。

施工体制を技術評価し、確実な施工が工事費
内訳書や提出資料、ヒアリングにより具体的
に立証できない限り、技術提案を認めないもの
とし、標準点１００点を与えない。

これを下回ると、平均的な品質が確保できない工事が
急激に増加。

これを下回ると、平均的な品質が確保できない工事
しかない状況。

応札率８５％

応札率６６．６％

施工体制を技術評価（提出資料、ヒアリング）し、
確実な施工に懸念がある場合には、
標準点１００点のみを付与し、
加算点３０点（簡易型は２０点）を付与しない。

施工体制に係る標準点及び加算点の与え方

ただし、確実な施工が具体的に立証された
場合は、標準点１００点を付与。

※低入札調査において、履行の
　 可否を判断。

※低入札調査において、履行の
　 可否を判断。
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案１－①における　応札率－最大評価値　の分布（構成別）

３．（２） シミュレーション結果 （案－１①）

Ｐ．５図４ 案－１①における 応札率－最大評価値 の分布（構成別）

（イメージ図）

※技術提案に係る加算点の
最大を３０点に設定。

当面、低入札価格調査基準
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案１－①における　応札率－最大評価値　の分布（構成別）

３．（２） シミュレーション結果 （案－１②）

Ｐ．６図５ 案－１②における 応札率－最大評価値 の分布（構成別）

（イメージ図）

※技術提案に係る加算点の
最大を３０点に設定。

当面、低入札価格調査基準



４．（１） 施工体制確認の基準の考え方 （案－２）

Ｐ．７図６ 施工体制確認の基準の考え方（案－２）

予定価格

Ａ価格

Ｂ価格

現行の調査基準価格

施工体制を技術評価（提出資料、ヒアリング）し、
施工体制に係る標準点２０点を付与。
（これにより標準点の合計は１００点）

ただし、確実な施工が具体的に立証された場合は、
施工体制に係る標準点２０点を付与。
（これにより標準点の合計は１００点）

これを下回ると、平均的な品質が確保できない工事が
急激に増加。

これを下回ると、平均的な品質が確保できない工事
しかない状況。

応札率８５％

応札率６６．６％

施工体制を技術評価（提出資料、ヒアリング）し、
確実な施工に懸念がある場合には、
施工体制に係る標準点２０点を付与しない。
（これにより標準点の合計は８０点）

施工体制に係る標準点の与え方

施工体制を技術評価し、確実な施工が工事費
内訳書や提出資料、ヒアリングにより具体的
に立証できない限り、技術提案を認めないもの
とし、標準点８０点を与えない。

※低入札調査において、履行の
　 可否を判断。

ただし、確実な施工が具体的に立証された
場合は、標準点８０点を付与。

※低入札調査において、履行の
　 可否を判断。



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1

評
価

値

技術提案②

技術提案①

技術提案の内容に従った確実な実施が認め
られる場合

標準点

50 60 70 80 90 100

応札率（応札額／予定価格）

案２－①における　応札率－最大評価値　の分布（構成別）

４．（２） シミュレーション結果 （案－２①）

Ｐ．８図７ 案－２①における 応札率－最大評価値 の分布（構成別）

（イメージ図）

※技術提案に係る加算点の
最大を３０点に設定。

当面、低入札価格調査基準
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案２－②における　応札率－最大評価値　の分布（構成別）

４．（２） シミュレーション結果 （案－２②）

Ｐ．９図８ 案－２②における 応札率－最大評価値 の分布（構成別）

（イメージ図）

※技術提案に係る加算点の
最大を３０点に設定。

当面、低入札価格調査基準
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案－３における　応札率－最大評価値　の分布（構成別）

５．シミュレーション結果 （案－３）

Ｐ．１０図９ 案－３における 応札率－最大評価値 の分布（構成別）

（イメージ図）

※技術提案に係る加算点の
最大を１００点に設定。


